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はじめに 

この「中学校での生活」は皆さんが集団で学校生活を送る上で、共通理解を図っていくことが記載さ

れています。これは千葉中の教育目標に照らして皆さんが健全で円滑な学校生活を送り、よりよく成長

していくために今年度新たに定めました。ここに書かれたことを自分事として、その意味を理解し、適

切に判断、行動をしましょう。 

  まず大切なことは 
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学校教育目標 

高 い  知 性    ： 知的欲求に働きかけて不断に学び続ける自主性を伸ばし、 

揺るぎない学力を基礎とした幅広く深い教養を育成する。 

豊 か な 人 間 性  ： 多くの人びととふれ合い協同して互いに高め合う中で、 

                        他人のいたみのわかる、うるおいに満ちた人間性を育成する。 

高    い    志   ： わが国の伝統や文化に対する深い理解と実社会への共感をもとに 

                        社会貢献の志を育み、自己を確立する基盤を育成する。 

①家庭学習をする 

②あいさつをする 

③時間を守る   
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千葉中学校 一日の生活 

 

○登校・欠席連絡等（登校時間 7:45～8:20） 

・部活動や委員会、グループ学習などで早く登校する時には必ず事前に担当教員と連絡を取りましょう。

登校時間より前の登校は控えましょう。 

・欠席・遅刻・早退をする場合は保護者に学校に連絡をしてもらいましょう。８：１５まではオンライン

上で入力し、それ以降は直接学校に電話連絡をしてもらいます。なお、１６：４５～８：１５の時間帯

は、学校の電話は留守番電話（メッセージ録音機能あり）での対応になります。 

・８：３５以降に遅刻して登校した場合には職員室に登校したことを報告してから教室に行きましょう。 

・登校後、各自で教室の環境整備（窓を開ける、配布物があれば配る、係ごとの仕事など）をしましょう。 

 

○朝読書（8:20～8:30） 

・朝読書は図書委員会を中心に、静謐な環境で行いましょう。 

・前日に常置委員会があった場合は、その報告をしましょう。（特定の委員会が臨時で行った場合は除く） 

 

○朝の会（8:30～8:35） 

・貴重品は鞄に入れる、ロッカーにしまう（施錠も可）等、しっかりと管理しましょう。 

・連絡事項をしっかりと把握しましょう。 

 

○授業 

・授業は学校生活の中で最も大切な時間です。すべての授業に対して積極的に臨みましょう。 

・始まりと終わりの挨拶をしっかり行いましょう。 

・教科係は授業終了後に担当教員に次回の連絡を確認し、黒板をきれいにする等の活動を行いましょう。 

 

○休み時間 

・次の授業の準備をし、授業開始時には着席していましょう。 

・移動教室の際には、貴重品やタブレットの管理を含め、私物は整理しておきましょう。 

また、最後に教室を出る人が戸締まり・消灯を確認しましょう。 

 

○給食（12:30～13:00）・昼休み（13:00～13:15） 

・４時間目終了後すぐに手を洗い、１２：４０までにランチルームに移動しましょう。 

・自分の家から箸を持って来ましょう。もし箸を忘れてしまった場合は、ランチルームにある貸出票を記

入することで割り箸を借りることができます。翌日、新しい箸を持ってきて返却してください。 

・ランチルーム掃除の当番の際には原則参加してください。 

やむを得ない場合は、担当教員に事前に申し出てください。 

 

○清掃（15:15～15:30） 

・清掃時の服装は制服、体操服とします。 

・雑巾を使用したり、トイレ掃除をしたりする場合は、ビニール手袋の着用が可能です。 

・清掃が終わったら、必ず監督の先生に報告し、点検を受けましょう。 
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○帰りの会 

・机上は何もない状態にしましょう。 

・各委員会、係は連絡をしましょう。 

 

○放課後 

・部活動などの活動は各部活の規定に従いましょう。 

・机上やロッカー上に私物を放置しないようにしましょう。 

・放課後に教室を利用する場合は、担当教員に許可をもらいましょう。 

 

○下校（～17:30） 

・最終下校時刻には昇降口を退出できるように、１７：２０には中学棟および活動場所を退出しましょ

う。中学棟は１７:２０に施錠します。（中学生と高校生の最終下校時刻は違います） 

・最後に教室を出る人は、戸締まり・消灯を確認しましょう。 

・不必要な寄り道や買い食いはできません。 

 

○その他 

・自動販売機は水・お茶・スポーツドリンク等水分補給のために使うことができます。 

・職員室に入る際には、鞄や防寒具は外して入室しましょう。 

・印刷機を含め、教材室にある物品を使用したい場合には必ず、担当の先生に許可を取りましょう。 

・体操服に着替える際には、男女共に更衣室のルールを守って使用しましょう。私物の置忘れに注意して

ください。トイレ、教室での着替えをしてはいけません。 
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千葉県立千葉中学校 校則及び規定 
 

１．服装規定  

〇制服：詰襟タイプの標準型学生服またはブレザータイプ 

・詰襟服またはブレザーを着用する際には、ボタンを全て閉め、詰襟は両襟に学年章・クラス章、ブ

レザーは左胸に校章を着用する。 

・ブレザーの場合にはスカートまたはスラックスを着用 

・シャツ・ブラウスともに本校指定のもの 

・式典の際には上着を着用し、ブレザータイプの場合は、リボンまたはネクタイを着用する。 

・６月１日から９月３０日までは夏服期間として、詰襟、ブレザーともに気候に応じて上着を脱い

でよい。また、シャツ・ブラウスの代わりに、紺色無地の半袖ポロシャツを着てもよい。ポロシャ

ツを着用する場合は、長袖のインナーや上着を着用しない。なお、ポロシャツは本校推奨品もあ

るが、市販のものも着用できる。 

 

〇ジャージ・体操服 

・ジャージ・ハーフパンツは本校指定のものとし、半袖 Tシャツは無地を基本とする。Tシャツの色

は白・紺・黒とする。部活動で購入した Tシャツは体育時には着用しない。 

 

〇防寒着 

・セーター・カーディガンの色は、白・紺・黒・灰色とし、ボタンは閉めること。 

・コートの色は、白・紺・黒・灰色。 

・ウィンドブレーカーは部活で購入したものや市販のものを着用してよい。ウィンドブレーカーは

基本的に、フードがないものとし、体育の授業においては、フードの無いものを着用する。 

・校舎内では、手袋やマフラーは着用しない。 

 

〇その他 

・靴下は白・紺・黒とし、ワンポイントまで可。黒または紺のタイツも着用可 

・靴は黒、茶色の革靴（合皮）または運動に適する靴 

・髪をまとめる場合には茶・紺・黒のゴムでまとめること。 

 

２．注意事項 

〇登下校時は、制服を着用する。必要に応じて、防寒着を着用するなど、各自で体温調節を行う。 

〇式典時は、正装とし、必ず制服を着用する。ポロシャツは不可。 

〇傷病や体調管理等のために、所定の服装以外での登下校を行う場合は、職員室の『異装願』を学級

担任に届け、許可を得る。 

〇土日の部活動等で異装が必要な場合には、ウインドブレーカーや練習着での登下校ができる。 

〇校章や学年・クラス章を無くした場合は事務室で購入する。 

〇上履きや体育時のジャージは職員室の注文書より、購入する。 

〇学業に関係のない物の持ち込みは控えること。 

〇菓子等の喫食はしない。  
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３．携帯電話の使用規定 

〇携帯電話は本来、学習に必要なものではないことから、災害時等を除き、校内での使用は禁止。 

〇登下校中など緊急時の安全のため、携帯電話の持ち込みを希望する場合には「携帯電話持ち込み

許可申請証」を毎年度提出すること。 

〇持ち込み及び利用等に関する確認、中学校での約束事を読み、理解した上で持ち込みをすること。 

 

携帯電話の持ち込み及び利用等に関する確認（保護者と一緒に確認をすること） 

 

御家庭において、スマートフォン等の扱いについて、適切に利用できるようにお子さまと使用時

間を相談する、フィルタリングを設定する等、使用に関する約束事を整えていただきますようお願

いいたします。 

学校では、タブレットやスマートフォン等の扱いについての指導を行っております。ＳＮＳ等の

活用においては、他者に対する書き込み等によるトラブルも散見されます。学級での指導に加えて、

携帯電話会社等の出前授業も活用するなど、安心安全にスマートフォン等を活用できるよう指導の

機会を設けております。 

なお、登校後におきましては、お子さまのスマートフォン等は災害時等を除き、校内での使用を

禁止しております。課業時間における緊急の連絡等が発生した際には、中学校（043-202-7778）へ直

接架電いただきますようお願いいたします。 

 

【中学校での約束事】 

１ 使用する際は公共のマナーを守り使用します。特に歩行中は危険なので、使用しません。 

２ 保護者はフィルタリングを設定するなど、各家庭で利用ルールを定めてください。 

３ 紛失や故障などの責任の所在は各家庭とし、各自の責任で管理すること。 

（＊登校後は電源を切って鞄やロッカー等に確実にしまう。） 

 

なお、「千葉県立千葉中学校 校則及び規定」は生徒指導提要に基づき、毎年度見直しを行います。 

１ 全校生徒からの意見を評議会で取りまとめ、それを生徒意見として学校に提出する。 

２ 生徒意見と保護者意見を踏まえて、学校は次年度のものを作成する。 

３ 今年度版のものを生徒、保護者に周知し、共通理解を図る。 

 


